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市で処理できるもの

資
源
ご
み

　　　　　　　　　　　　

対 象 品 家庭から排出される台所用品や生活用品などの小型金属類
（長さ５０ｃｍ以下に限る）

小型金属類 月2回/ステーション収集

◎収集日の午前８時30分までに、「資源ごみ」のごみステーション
に配置されているオレンジ色のコンテナへ。

◎鋭利な箇所をテープで巻くなど、危険に配慮した対応をお願いし
ます。

⃝持ち手部分など一部にプラスチックなどが含まれていても 
　大部分が金属でできているものは回収対象です。
⃝使用済小型家電は対象外です。捨て方→12㌻参照
⃝包丁やナイフ（食卓用以外）は、「埋立てるしかないごみ」です。
⃝スプレー缶、ライターは、令和5年4月
から出し方が変更となったためオレンジ
色のコンテナに入れないでください。
　捨て方→7・8㌻参照
※その他長さ50cmを超えるサイズの品目は 

対象外です。

対 象 品 目 例

台所用品類 鍋・やかん・フライパンなど

工具類 ドライバー・ペンチなど

※電子機器は
除きます。

その他 針金ハンガー・
金属製のおもちゃなど

食器類 スプーン・フォーク・
ナイフ など

※ナイフは食卓用
に限ります。
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